
監査結果公表第２１－３号 
 
 

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知の公表について 
 
 
 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項 
及び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 
 
平成２１年６月１７日 
 

八 尾 市 監 査 委 員  冨 永 峰 男 

同        八 百 康 子 

同        平 田 正 司 

同        井 上 依 彦 

                                                

 
 

記 
 
１ 措置の通知 

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知 

 平成１８年度第１回工事監査（平成２１年４月１０日付け八土下建第４７号） 

平成１８年度第２回工事監査（平成２１年４月２１日付け八水第１３５号） 
平成１８年度第３回工事監査（平成２１年４月２７日付け八建公第３０３号） 
平成１８年度第４回工事監査（平成２１年４月１６日付け八建整第３２号） 
平成１８年度第６回工事監査（平成２１年４月８日付け八土み第１０号） 

平成１９年度第１回工事監査（平成２１年４月１０日付け八土下建第４７号） 
平成１９年度第４回工事監査（平成２１年４月２１日付け八水第１３５号） 
平成１９年度第５回工事監査（平成２１年４月２７日付け八建公第３０３号） 

２ 問合せ先 
八尾市本町一丁目１番１号  
八尾市監査事務局 
電話番号 072－924－3896（直通） 

３ その他 
措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 



随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知 
平成１８年度第２回工事監査（平成２１年４月２１日付け八水第１３５号） 

指摘事項 講じた措置または経過の報告 

年度/回 １８－２ 工事名 5次第 65号配水管整備工事      水道局工務給水課

前回措置通知 ２．措置予定 その後の措置 １．積算について 

掘削土については、管回りの埋戻

し材料を除き、市下水道工事で採用

されているリサイクルセンターへ

運搬し改良土として利用する方式

の採用を進めることが望まれる。そ

の際、価格設定については市他部局

の設定単価と調整を図られたい。 

平成18年 11月より他企業依頼工事を対

象に改良土の利用を試行的に実施してお

り、その際の価格については本市土木部の

価格を参考に決定しています。さらに、改

良土利用に係る問題及び課題を整理した

後、平成 19 年 4 月より全ての工事に対象

を拡げて利用を進めていく予定です。 

１．措置済 

平成19年4月より全

ての工事において、指

摘のあった方式による

改良土利用を行なって

おります。 

 

前回措置通知 ２．措置予定 その後の措置 ３．施工について 

ｳ) 施工業者から提出される配

管日報に、当日施工した配管内容

を平面図上に図示され、詳細配管

図も一部示されてはいたが、出来

うるかぎり別途に記載すること

が望まれる。 

施工業者から提出される工事日報に図

示する配管内容について、今後、施工状況

及び内容により平面配管図と詳細配管図

を別途に記載するよう指導していきます。 

１．措置済 

 施工状況及び内容に

より、平面配管図と詳

細配管図を別途記載し

ております。 

前回措置通知 ３．検討中 その後の措置 ｴ) 水道配管材料の製作メーカー

については、材料ごとに数社を指定

しているが、超特殊押輪については

１社のみの指定となっていた。担当

者から聞き取り調査を行ったとこ

ろでは、他の 1 社が現在製作可能で

あるとのことであるので、品質等を

調査した上で基本的には２社以上

のメーカー指定を検討されたい。 

現在、他メーカーに対して品質及び機能

調査報告書等の提出を求めており、その結

果により、指定承認について検討していき

ます。 

２．措置予定 

 現在、引き続き他メ

ーカーとの間で製品製

作に関する調査を行な

うとともに、機能調査

を実施しているところ

であり、平成 21 年度内

に指定する予定で進め

ております。 

前回措置通知 ３．検討中 その後の措置 ｷ) 宅地内のメーターボックス周

辺の仕上げについて、各戸の了解を

得ると共に記録しておくことが望

まれる。 

メーターボックス周辺の仕上げ等の宅

地内の施工等に関する了解につきまして

は、施工業者と宅地所有者等との間で行う

ことを原則としておりますが、今後、水道

局と宅地所有者等との間で了解を得る必

要のある場合に限り、書面により記録して

おくことについて検討していきます。 

１． 措置済  

現在、必要のある場

合に限り、書面により

記録しております。 

 


